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2.2	コンプライアンス＆リスクマネジメント

2.2.1	基本的な考え方
富士フイルムグループでは、コンプライアンスを「法律に違反しないということだけでなく、常識や倫理に照らして正しい行動を行うこ
と」と定義しています。また、従業員のコンプライアンス意識の欠如が企業にとってのリスクにつながるため、コンプライアンスとリスク
を表裏一体と捉え、コンプライアンスの意識を向上させるために以下の４つのステップでPDCA（Plan－Do－Check－Act）を回す仕組
みを取り入れています。

従業員の「意識調査」結果や職
場で実施される「職場説明会」
の報告、また社会の関心事の
移り変わりなどをもとに、毎年
一回実施している「コンプライ
アンス説明会」の内容検討

Plan Do Check Act

その内容をもとに各役職者
経由で全従業員への教育の
実施

その後、説明会をはじめとす
る各種の教育活動による従業
員の意識推移の調査

意識調査結果や各種報告書
をレビューしながら、翌年の
「コンプライアンス説明会」の
内容への反映

2.2.2	コンプライアンスとリスクマネジメントへの取り組み推移

1995−2005年

各社における基盤整備・強化
●	社員行動規範の制定　　　
●	担当組織(委員会)の設置　　
●	ヘルプライン・通報窓口の開設
●	意識調査、説明会などによる従業員の啓発・教育、モニタリングの開始

2006年-2008年

富士フイルムグループとしての基盤整備・強化
●	富士フイルムホールディングスのCSR委員会設置
●	海外グループ会社への活動拡大
●	グループとしての企業理念・企業行動憲章の改定、ビジョンの制定と啓発

2009年-2013年

新たな重点課題への対応
●	腐敗防止規定導入　　
●	大規模地震や富士山噴火の災害想定による全社リスク課題見直し
●	反社会的勢力勢力廃除への体制強化　　
●	情報セキュリティ規程、ガイドライン導入

2014年-2016年
SVP2016の目標達成に向けたさらなる活動推進
●	富士フイルムグループにおける重要リスクの見直し・明確化
●	各種規程・ルールの周知徹底のための施策強化

2017年-2019年

富士フイルムグループとしてのさらなるガバナンス強化
●	不適切会計問題を教訓とした国内外全従業員のコンプライアンス教育と社長メッセージの伝達
●	富士フイルムホールディングスへの直接通報可能な通報窓口の設置
●	企業行動憲章・行動規範の改定
●	富士フイルムホールディングスのESG委員会設置（CSR委員会からの改組）
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